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①現地調査

②解析

24日

16日

16日 4日

5月

（２）最終処分場適正閉鎖
　　　　　　　　の基本計画業務

（１）最終処分場適正閉鎖
　　　及び周辺環境影響調査業務

9月7月

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

水質分析等

周辺井戸・湧水調査

水質連続測定

平成21年平成20年

12月 1月 2月 3月8月 10月6月 11月

（３）委員会
及び作業部会

調査結果の解析

モニタリング計画

とりまとめ

①基本計画（構想）

②概算工事費

委員会

作業部会

5/18～6/23：ボーリング調査

6月下旬～7月上旬：サンプリング

6月下旬～7月下旬：分析（一部項目は～8月下旬）

【主な議題】
① 第4回検討委員会議事要旨の確認
⇒了承。
② 住民報告会の開催報告
⇒了承。
③ 本年度の調査内容の再確認
⇒基本的に了解。ただし、将来のモニタリン
グを考慮して、調査分析項目を追加したほう
が良いのではという意見有り。
④ 今後の対策の基本的な考え方
⇒基本的に了解。

【主な議題】
①仮置き計画（案）
⇒土質材の品質の確認項目は了解。ただし、分析方法
は、クロスチェックを可能とする方法を採用すること。
⇒場外からの雨水の浸入と排水に配慮すること。
②本年度調査内容の再確認（分析項目の追加・変更）
⇒周辺井戸調査位置等は了解。
⇒新たな調査項目は将来どのように管理するかなどを踏
まえ、今年度中に協議。
⇒旧埋立地内のボーリング調査中のガス分析で揮発性物
質の総量については追加確認。

①現地調査結果まとめ
②基本計画（構想）(案)
③モニタリングの方向性

①現地調査結果（残り）
②モニタリング計画(案)

①現地調査結果まとめ
②基本計画（構想）
③モニタリング計画

【主な議題】
① 今年度調査の先行部分について
⇒基本的に了解。
②今後の対策のための土質材の確保について
⇒趣旨は了解。詳細は作業部会で確認。

【主な議題】
①仮置き計画
②今年度の調査計画（案）
③今後の対策の基本的な考え方

今年度の検討スケジュール 

詳細を次ページに示す

別 紙 
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表 現地調査作業工程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サンプリング

分析調査

サンプリング

分析調査

地質調査※

サンプリング（水質）

サンプリング（ガス）

分析調査

常時連続測定 設置 3月末まで

サンプリング

分析調査

温度測定

サンプリング

分析調査

サンプリング

分析調査

注1：地質調査は2パーティーを予定（当初は1パーティー）

注2：雨水調整池の表流水の採水は降雨時を想定

8月 9月 10月 11月5月 6月 7月

【埋立地内での調査】

①浸出水原水調査

②埋立ガス性状調査

【埋立地外での調査】

①地下水調査

②底質・水質調査

12月

平成20年

【埋立地周辺調査】

①周辺井戸・湧水調査

【埋立地内外での調査】

①地中温度調査

②イオンバランス調査
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１．対策の方針 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【処分場としての方向性（平成 19 年度までの検討結果を踏まえ）】 

● 浸出水化する水を削減させる。【応急的対策※】 

● 処分場における水収支が明らかとなる対策を行う。【原因究明対策】 

● 管理や監視体制等を確立する。【長期的安全確保対策】 

 

※現時点では、浸出水の流水ルートが明らかとなっていないが（消去的、各種状況証拠的に推測はで

きる）、周辺地域への影響拡大等を優先的に配慮し、応急的に対処するものである。なお、今後継続

的な監視のもと、対策の効果が認められれば、恒久的対策ともなる。 

【対策・対応の考え方】 

処分場の外側からの雨水を処分場の中に入れないようにする。 

雨水を処分場の中に入れない ⇒ 最終覆土 

雨水を速やかに排水する ⇒ 外周水路 

 

処分場内に降った雨は速やかに雨水として排水する。 

雨水を速やかに排水する ⇒ 外周水路 

 

処分場内に降った雨は速やかに雨水として排水する。 

管理の初期値を明確にする ⇒ 雨水調整池の浚渫 

安定した管理を行う ⇒ 水路の 3面ｺﾝｸﾘｰﾄ化 

 

良質な最終覆土の材料を確保する。 

適正な管理方法による受入を行う ⇒ 残土受入管理 

 

継続的に管理できる方法などを確立する。 

 

【対策・対応を検討する上での留意事項（第 5回作業部会での検討結果より）】

良質な土質材の確保は、現地調査に影響の無い範囲で受入方法や仮置きを検討すること。 

最終覆土の形状は、排水路の位置などを十分に踏まえ、最終覆土量の削減方法も検討する

こと。 

旧埋立地の対処は、本年度の調査結果を踏まえて検討を行うこと。 

平成 20年度に実施する基本計画、モニタリング計画 

４．対策後の 

管理方法の検討 

 

対策後の自然環境、生活環境

への影響を継続的に実施する

方法について検討する。 

 

３．対策の管理・監視 

方法の検討 

 

対策を実施することでの影響

を最小にするための方法を検

討する。 

２．対策工法の検討 

 

 

自然環境、生活環境への影響

を最小（応急且つ有効）とする

対策を検討する。 

 

１．対策の方針 

 

「安全」な閉鎖に向けた対策について、方針を整理する。 

対策工事 

処分場モニタリング 

対策工事管理 

対策工事完了後 

対策工法の基本的な考え方 管理方法の基本的な考え方 

予算化 

概算工事費の算出 

検討・計画 検討・計画 

予算化 

概算管理費の算出 

対策管理の基本的な考え方 

検討・計画 

協議のポイント 

処分場としての方向性や今後の対策・対応の考

え方についてご意見等はございますか？ 

閉鎖・対策工基本計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリング計画 
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２．対策工法の検討・・・・・対策工法の基本的な考え方 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処分場の周辺を水路で囲う。 

ただし、左右の２つのルートにすることで、

水量や水質の検査を可能とする。 

処分場の外側からの雨水、処分場の

表面の雨水を集めて、下流に流す。 

最終覆土を行うことで、処分場

の中に浸透し浸出水化する雨

水を可能な限り少なくする。 

表面の勾配（傾斜）によ

り、積極的に雨水を排水

させ、処分場の中に浸透

し浸出水化する雨水を可

能な限り少なくする。 
将来の管理の初期値

として堆積している土

砂を除去する。 

将来の管理結果を明

確にするため、水路の

改修を行う。 

【検討項目】 

最終覆土の施工範囲、断面 

【検討する上での条件】 

・最終覆土の形状：埋立地全体を覆うとともに、雨水の排水

などに妨げにならないようにする。 

・表面の勾配：2～5％程度（100ｍで2～５ｍの高低差） 

・材料：透水性の低い土質材 

・最小の厚さ：1.0ｍ 

【本対策における留意点】 

■沈下等で部分的な不陸が発生すると、集排水機能の低下が

予想されるため、適宜点検補修が必要である。 

⇒将来のモニタリング計画の中で併せて検討 

■良質な材料の確保が重要である。 

⇒対策の管理・監視方法で検討 

【検討項目】 

雨水として排水する範囲、水路ルート、断面 

【検討する上での条件】 

・雨水を集水する範囲：埋立地の外側と埋立地の表面 

・水路のルート：原則として、埋立地外周部に設置し、雨水

調整池へ接続する。ただし、将来の管理等

の観点から雨水調整池流入部は集水する

範囲毎に区分できるようにする。 

【本対策における留意点】 

■沈下等で部分的な不陸が発生すると、集排水機能の低下が

予想されるため、適宜点検補修が必要である。 

⇒将来のモニタリング計画の中で併せて検討 

■雨水調整池への流入部やルートについては、構造的に複雑

にならないように配慮する。 

⇒対策工法検討の中で現地を再度確認して検討 

【検討項目】 

除去範囲、除去方法並びに除去物の処理方法 

【検討する上での条件】 

・除去範囲：原則として雨水調整池内に堆積して

いる土砂全量 

・除去物の性状：堆積した土砂 

【本対策における留意点】 

■除去物の処理方法は、周辺への影響などを踏ま

え検討する必要がある。 

 

【検討項目】 

改修範囲、改修方法 

【検討する上での条件】 

・改修する範囲：放流水路で現在 3面張

りの水路になっていな

い箇所 

【本対策における留意点】 

■これまでの流入を防ぐことから、今後

の管理方法などを検討する必要がある。 

【検討項目】 

処分場の機能維持や管理等を考慮したガス抜き管等の対処 

【検討する上での条件】 

・対処すべき対象：埋立地内のガス抜き管や調査のためのボ

ーリング孔 

         既に敷設してあるしゃ水シート（現在、

露出している箇所） 

外周水路 

雨水調整池

放流水路 

その他 

最終覆土 

協議のポイント 

対策工法の基本的な考え方についてご意見等は

ございますか？ 

外周水路 外周水路 

廃棄物 

雨水を集水する範囲 

最終覆土 

雨水を集水する範囲 
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３．対策の管理・監視方法の検討・・・・・最終覆土に利用する土砂を外部から受け入れる際の基本的な考え方 

 
１.方針 

本処分場の最終覆土等を実施する際、使用する土質材においても周辺環境、生活環境へ最大限

配慮するために、「所定の品質を確保した土質材（検定方法(1) (2)による）」のみを使用する。 

 

２．土質材の品質確認方法 

外部から土砂を持ち込むに際には、下記の検定(分析)を実施し、土壌が汚染されていないこと

を確認しながら、施工を行う。 

なお、水を通し難いかどうか等の土砂の性状についても、事前に調べて、適正な土砂で施工を

行う。 

 

 

 

 

 

 

最終覆土の材料確保のための手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検定項目と基準値一覧表 

 

基準値 
項目 

溶出量 含有量 
準拠法令 

（試験は下記の法令で定め
られた方法により実施す
る）※ 

・土壌に係る環境
基準 
・土壌汚染対策法
指定基準 

・土壌汚染対策法
指定基準 

・土壌に係る環境
基準 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類によ
る土壌の汚染
に係る環境基
準 

その他 
生活環境保
全上必要な
項目 

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 ― ― ― ― 
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 ― ― ― ― 

1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/L以下 ― ― ― ― 
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 ― ― ― ― 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 ― ― ― ― 
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 ― ― ― ― 

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 ― ― ― ― 
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 ― ― ― ― 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 ― ― ― ― 

トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下 ― ― ― ― 
ベンゼン 0.01 mg/L以下 ― ― ― ― 

カドミウム及びその化合物 0.01 mg/L以下 150mg/kg以下 ― ― ― 
六価クロム化合物 0.05 mg/L以下 250 mg/kg以下 ― ― ― 

シアン化合物 検出されないこと
50 mg/kg以下 

(遊離シアンとして) ― ― ― 

水銀 0.0005 mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと

15 mg/kg以下 ― ― ― 

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下 ― ― ― 
鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下 ― ― ― 

砒素及びその化合物 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下 ― ― ― 

ふっ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 4000 mg/kg以下 ― ― ― 

ほう素及びその化合物 1 mg/L以下 4000 mg/kg以下 ― ― ― 

シマジン 0.003 mg/L以下 ― ― ― ― 

チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 ― ― ― ― 

チラウム 0.006 mg/L以下 ― ― ― ― 

PCB 検出されないこと ― ― ― ― 

有機りん化合物 検出されないこと ― ― ― ― 

銅 ― ― 125mg/kg以下 ― ― 

ダイオキシン類 ― ― ― 
250pg-TEQ/g 以
下(環境基準より
も厳しい調査指

標値を採用) 

― 

油分 ― ― ― ― 油臭、油膜が
無いこと 

＜検定方法＞                 赤字：第 6回 作業部会での検討結果より追記 

                            青字：第 6回 作業部会の資料より修正 

（１）土地の使用履歴に関する資料、事前の調査資料(ボーリング柱状図等)を確認する。 
 
（２）土壌の分析 

・分析項目 

  右の一覧表に基準値を示す「環境基準」と「土壌汚染対策法の指定基準」に示される全項

目を対象とする。 

① 溶出量の基準 26項目     ②含有量の基準 10項目 

③油分（油臭、油膜） １項目    ④ダイオキシン類の含有量 1項目 
 
・分析の頻度 

上記の①～③は、各土質毎に、5,000ｍ3に１回の頻度で実施する。 

 上記の④は、各土質毎に１回の頻度で実施する。 

(補足)事前に掘削範囲をメッシュで区切り、試料採取して分析する。 
 
・試験方法 

  試験は「環境基準」、「土壌汚染対策法」で定められた方法により実施する。ただし、土壌

汚染対策法における含有量の分析は、土地の使用履歴調査から必要と判断される項目について、

全量分析によりクロスチェックを行う※。 

※品質の確認：下記の方法で検定を実施し、土砂が汚染されていないことを確認 

土砂の発生 土砂の搬入 

利用判断（市） 

仮置き 品質の確認※ 

報告 

※土壌汚染対策法において定められた含有量の分析は、土壌中の重金属等が体内で摂取される実態を考慮し

て弱い酸で抽出して測定する方法(酸抽出法)で行われる。酸抽出法による分析結果は、土壌中に含まれた

重金属等を強い酸やアルカリで分解し全量を測定する方法(全量分析)よりも小さくなる。このため、土地の使

用履歴調査から必要と判断される項目については、全量分析によりクロスチェックを行い、結果の信頼性を高

める。（第 6回 作業部会での検討結果より） 
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